
資料１０ 
 

知的財産戦略会議において議論すべき項目（案） 

 

 

○大学等において知的財産を創出する研究開発のあり方（大学における知財活 

 動のための財政基盤整備を含む） 

 

○大学等における研究開発成果の取扱いルールの明確化 

 

○大学等における特許取得の促進 

 

○大学等における特許取得・管理体制の整備 

 

○大学等からの技術移転促進 

 

○知的財産教育の充実 

 

○日本版バイ・ドール制度のあり方 

 

○特許審査の迅速化 

 

○知的財産関連訴訟の迅速化と充実（知的財産裁判所の創設、審判制度との役 

 割分担の見直し等） 

 

○営業秘密の保護強化 

 

○職務発明制度の再検討 

 

○専門人材の育成（知的財産に強い法科大学院の創設等） 

 

○企業による戦略的な知的財産管理 

 

○知的財産流通の促進（ＩＴ社会における知財の利用促進、知的財産の評価方 

 策の検討等） 



 

○模倣品・海賊版対策の強化（日本版ＩＴＣの確立等） 

 

○コンテンツの創作活動の保護と流通の促進 

 

○国際的な知的財産制度調和と協力の促進 

 

○知的財産制度の保護対象の拡大・明確化 

 

○知的財産関連税制の整備 

 

○知的財産戦略大綱の実施機関の設置 

 

○損害賠償制度の強化 

 

○知的財産基本法 

 


